様式第１（第３条関係）
市制施行１２０周年記念ロゴマーク使用許諾申込書
　    年    月    日
 豊橋市長　様
    住  所（法人その他の団体にあっては事業所等の所在地）
                         　　　 氏  名（法人その他の団体にあっては名称及び代表者氏名）
                                電  話
市制施行１２０周年記念ロゴマークを次のとおり使用したいので、申し込みます。
	使  用  目  的
	

	使  用  内  容
	

	使  用  期  間
	　　　年    月    日 から      年    月    日まで

	商品販売の場合
	製  品  名
	

	
	製品の形状等
	

	
	製 作 数 量
	

	
	販 売 単 価
	円

	誓約事項
	申込書裏面に記載されている項目全てに該当しないことを誓約します。
また、市⻑が必要と認める場合には、市が警察へ照会することや税務資料の閲覧をすることに同意します
	チェックを入れる

	
	
	

	添  付  書  類
	企画書等の使用内容が分かるもの

	その他
	申請者名を市のホームページへ掲載しますので、予めご承知おきください。


裏面
以下の項目全てに該当しないか確認してください。

	要　綱
	〇個人・団体のマーク又は商標として独占的に使用する。
〇政治、宗教、思想等の活動に利用しようとする。
〇法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがある。
〇豊橋市のイメージを損なうおそれがある。
〇市制施行120周年記念事業のイメージを損なうおそれがある。

	基　準
	〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する風俗営業に該当する業種及びこれに類似する業種
〇貸金業法（昭和58年法律第32号）に規定する貸金業
〇たばこに関する業種
〇ギャンブル（公営競技及び宝くじを除く。）に関する業種
〇投機的商品に関する業種
〇占い又は運勢判断に関する業種
〇債権取立て、示談引受け等に関する業種
〇インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（平成15年法律第83号）に規定するインターネット異性紹介事業を行う事業者
〇法律の定めのない医療類似行為を行う事業者
〇興信所、探偵事務所等を営む事業者
〇民事再生法（平成11年法律第225号）及び会社更生法（平成14年法律第154号）による再生・更生手続中の事業者
〇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認めるに足りる相当の理由のある事業者
〇各種法令等に違反している事業者
〇豊橋市工事請負契約等に係る指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている事業者
〇行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
〇市税等を滞納している事業者


